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１ 検討の考え方
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〇 検討の観点

⑴ 資源循環・脱炭素化を推進するためのごみ処理施設整備のあり方

＜例＞ 資源回収の推進、バイオマスの活用、エネルギー回収の最大化、

ＣＣＵＳなどの新技術の活用 など

⑵ 持続可能な適正処理を確保するために必要な施設の体制

＜例＞ 施設の配置バランス、民間との役割分担※、最終処分場の延命化、

大規模災害への対応 など

※ プラスチック資源循環促進法に基づく認定ルートの活用（R6～）など

〇 国の計画等
（廃棄物・資源循環分野における2050年温室効果ガス排出実質ゼロに向けた
中長期シナリオ（案）、第５次循環型社会形成推進基本計画、施設整備計画など）

〇 循環型社会施策推進部会における方向性
（プラ、繊維、金属、耐久財、バイオマス、多様な社会的側面を考慮した対策）

京都市における今後のごみ処理施設整備の検討の基盤となる考え方として、
「施設整備の基本的な考え方」を検討する。

施設整備の基本的な考え方



２ 第2回次期CC部会からの見直し点

（主な意見は 参考資料１ 参照）

◼ 生ごみの活用については項目も分けられており分かりやすいが、プラスチックの削減に関しては記述が分散
していて、フォーカスされていないように見える。施設整備という観点でも、燃やすごみ中にプラスチックが
どの程度入っているかを確認しながら設計を進めると思うので、生ごみと同様に焦点を当ててもいいと思う。

◼ プラスチックの削減取組については「資源回収の最大化」に含むことでもいいかと思うが、もう少し踏み込ん
で項目(検討の観点)を新たに追加し、柱として見据えることも検討してほしい。

◼ 施設整備の基本的な考え方の１つにリチウムイオン電池対策を入れているのは良いと思う。リチウムイオン電
池対策に係る施設整備の基本的な考え方において、「拠点回収等により分別排出を促進」とあるが、拠点回
収の充実のイオンの例にもあるように、排出先の拡充も重要であり、その旨も追記してはどうか。

◼ プラスチックの資源循環に関する項目を新たに追加。

◼ リチウムイオン電池対策について、回収拠点拡大の観点を追記。

4

施設整備の基本的な考え方の見直しに係るご意見

施設整備の基本的な考え方の見直し内容



３ 施設整備の基本的な考え方（まとめ）

項目 内容

[１] 資源物回収拠点の拡充・機能整備
◼ 小規模回収拠点、大規模回収拠点の２種類に分けて、回収品目、配置の見

直し・拡充、機能整備を検討する。
◼ 耐久消費財などのリユース拠点の配置、整備も検討する。

[２]
家庭系・事業系生ごみのバイオガ
ス化

◼ 更なる生ごみのリサイクルを進めるため、市の焼却施設と併設したコンバ
インド方式によるバイオガス化で、生ごみからの効率的なエネルギー回収
又はガス利用していくことを検討していく。

◼ 生ごみから生成した消化液の有効利用が図れ、取組が地域振興、活性化
に寄与する見込みがある場合、住民の理解の下、地域資源として生ごみを
分別回収、バイオガス化する仕組みについても、京北地域におけるバイオ
ガス化の取組の成果や課題等も踏まえ、研究していく。

[３] クリーンセンターの脱炭素化

◼ 次期クリーンセンター（建設候補地：旧西部クリーンセンター）以降の今後
の本市のごみ焼却施設の新規整備に当たっては、２０５０年カーボン
ニュートラルに最大限貢献するため、以下に例示する脱炭素化に貢献する
機能等を基本に、実際の立地条件に適合可能な施設整備を行う。

【脱炭素化に貢献する機能（例）】
・ 生ごみ等の有機性廃棄物のバイオガス化施設の併設、
ガス・発電等利用（再掲）

・ ごみ発電・熱利用
・ 施設・設備の簡素化、徹底した省エネ化
・ ＣＣＵＳ（排ガスからのＣＯ２回収・利用）
・ 資源回収拠点化（リユース含む）

資源循環・脱炭素化の推進
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３ 施設整備の基本的な考え方（まとめ）

項目 内容

[4] プラスチックの資源循環

◼ プラスチック類の分別収集について、今後、収集量が増加した場合にも安
定的に対応できるよう、中継地の確保や民間事業者との連携等、プラス
チック新法の認定ルートの活用による処理フローの見直しを検討する。

◼ ストックヤードの活用、資源物回収拠点の拡充等を検討する。

項目 内容

[5]
クリーンセンター（焼却施設）の
３工場体制を維持

◼ 今後とも、点検・大規模改修時、災害時等にも、リスク分散しながら安定し
て適正処理を行えるよう、また、収集運搬の効率性、施設の地域バランス
も考慮し、３工場体制を維持していく。

[6] 官民連携の推進

◼ 民間事業者との連携による施設能力の有効活用や施設間連携など、施設
整備及び運営の安定化・効率化を検討する。

【官民連携の検討項目（例）】
・ プラスチック類について、今後、収集量が増加した場合にも安定的に対
応できるよう、中継地の確保や民間事業者との連携等、プラスチック新
法の認定ルートの活用による処理フローの見直しを検討（再掲）

・ 持込ごみによる受入れが多いせん定枝の民間リサイクルへの更なる誘
導を図る手法のひとつに、持込ごみとして本市が受け入れてから民間
施設に搬出してリサイクルを行う仕組みが考えられることから、クリー
ンセンターの敷地内にストックヤードを整備することを検討

・ その他の資源ごみについても、施設の老朽化の状況等を踏まえながら、
民間事業者との連携等を検討

持続可能な適正処理の確保
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資源循環・脱炭素化の推進



３ 施設整備の基本的な考え方（まとめ）

項目 内容

[7]
担い手不足を見据えた持続可能
な処理体制の構築

◼ 今後の更なる人口減少による担い手不足を見据え、クリーンセンターの新
設時に、ＰＦＩ方式やＤＢＯ方式といった、新設事業と併せて包括管理運営
業務を委託する手法を検討するほか、AIやIoTなどデジタル技術の活用
による省力化なども検討する。

[8]
最終処分場の延命化・大規模災害
への対応

◼ エコランド音羽の杜（東部山間埋立処分地）を少しでも長く使用できるよ
う、埋立量の削減等を図るための延命策を検討・実施する。

◼ フェニックス処分場も最大限活用していく。
◼ 大規模災害発生時における埋立処分の実施に備え、他都市における最終

処分場の整備・運用事例の調査や技術の検討を実施する。

[9] リチウムイオン電池対策

◼ 回収拠点の拡大等により、リチウムイオン電池（リチウムイオン電池含有小
型家電含む）の分別排出を促進し、分別回収した電池の安全な保管、処
理・リサイクルを推進する。

◼ クリーンセンター等のごみ処理施設へのリチウムイオン電池の混入を、搬
入物検査や啓発等により抑制するとともに、それでもなお施設に混入した
際は、迅速な初期消火対応により火災被害の未然防止に努める。

上記の「施設整備の基本的な考え方」（[1]～[9]）を、京都市における今後の
ごみ処理施設整備の検討の基盤となる考え方とし、これを踏まえて今後整備
する次期クリーンセンター等の施設の内容を検討する。
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持続可能な適正処理の確保
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